
 

 

研修では、所得税の基礎控除の見直し等に関する国税庁作成動画（国

税庁 HPで視聴可）をご覧いただいた後、税務署担当官が補足説明をし

ます。この機会にぜひご参加ください。 
 
 
 
 

 

【研修会】 
１ 日時・会場・申込期限 

  ① 11 月 ５日 （水） 午前 10 時 30 分～ 十日町商工会議所会館（駅通り） 

                               申込期限：10 月 29 日(水) 

   ② 11 月 11 日（火） 午後２時～  十日町商工会議所会館（駅通り） 

                               申込期限：11 月４日(火)  

③ 11 月 18 日（火） 午前 10 時 30 分～  津南町総合センター 

                               申込期限：11 月 11 日(火) 

２ 内容／講師（各会場とも同じ内容です） 

 税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について／十日町税務署担当官 

３ 定員  各 40 名(申込先着順) 

４ 申込み 申込書に記入のうえ、Fax.でご提出ください。 

５ その他 ・法人会の会員以外の方も参加可能です。 

      ・・①②の十日町会場は駐車場が狭いため、相乗り等のご協力お願いし

ます。 

６ 問合せ先 公益社団法人十日町法人会・事務局 Tel.025-761-7811 

 

 
Fax.送信先 ０２５－７６１－７７３７ 

「所得税の基礎控除の見直し等に関する研修会」参加申込書 
 
参加希望日（いずれかに〇を記入してください） 

① ５日 十日町   ② 11 日 十日町  ③ 18 日 津南  

事業所名                     

電話             Fax.             

参加者名（複数可）                            

 
（公社）十日町法人会実務者研修会 

令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関
する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。このため、令和７
年 12 月に行う年末調整など、令和７年 12 月以後の源泉徴収事務に変更が生
じます（令和７年 11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。）。 

 


